
こんなときだからこそ・・・

すがすがしい風が色鮮やかなハナミズキの間を通り抜ける季節になりました。いつもの年な

ら、このハナミズキのもとを子どもたちが晴れやかな声で話をしながら登校してきている季節

です。しかし、すでに一斉メールや学校ホームページ等でお知らせした通り、３月、４月に引

き続いての臨時休業となってしまいました。

新型コロナウイルスの感染拡大や子どもたちの学習面の心配、心と身体の健康、日々の生

活・・・と、ここのところ、先行き不透明な社会に不安はつきません。こんなときだからこそ、

より前向きに、よりプラス思考で、過ごしていけるようにと願っています。様々な分野で、「こ

んな時期だからこそ・・・」といろいろな取り組みもなされてきています。

学校での授業はありませんが、臨時休業の期間を「自分で計画的に学習を進めていく習慣を

つけていくよい機会だ」と前向きにとらえてみるのもよいかもしれません。１年生から６年生

までそれぞれの学年に応じて少しずつ自立への道を進んでいくことができればと思います。

大型連休があけて、自宅確認を兼ねて、学習課題や学習予定表等を各家庭に配付して回ってい

ます。これまでも各ご家庭で時間割を作るなどして計画的に学習をしたり、基本的な生活習慣

を守るための工夫をされたりしてこられたと思います。学校よりお配

りした学習予定表を活用していただき、引き続き、計画的な学習を進

めていただくようお願いいたします。教科書を使ったり、参考書や辞

典、インターネット等で調べたりと工夫しながら学習を進めていただ

ければと思います。家庭学習で進めたところは、学校が再開されてか

ら、定着度を確認し、補充学習をしたり、新たにもう一度学習し直し

たりするなど、工夫して今年度の学習内容を進めていきます。学習面

や生活面、健康面でお困りのことや気になることがございましたら、

遠慮なく学校にご相談いただければと思います。
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３日（日） 憲法記念日

４日（月） みどりの日

５日（火） こどもの日

６日（水） 振替休日

１４日（木） 諸費引き落とし(1 回目)

２５日（月） 諸費引き落とし(2 回目)

○臨時休業期間について

・令和２年５月７日（木）～５月３１日（日）の期間、臨時休業となります。

○分散登校等について

・尼崎市からのお知らせの通り、分散登校について尼崎市で検討しています。今後の動向につ

いては、学校再開の時期を含めて、今後の感染状況等をもとに決まります。決まり次第、一

斉メールや学校ホームページ等でお知らせします。

金楽寺小学校ホームページ http://www.ama-net.ed.jp/school/E14/

○体育大会について

・年間計画で５月に予定していました体育大会は、２学期以降に延期します。

○修学旅行・自然学校について

・尼崎市では、１学期中の宿泊行事が延期されています。市内小学校の自然学校については、

２学期以降、２泊３日の予定で実施されることになりました。金楽寺小学校は１１月１６日

（月）～１８日（水）の３日間の日程です。

・修学旅行については、当初の予定通り、９月１７日（木）～１８日（金）で計画しています。

・どちらも現時点での予定です。今後の感染状況等により、変更になる場合もあります。

○マスクの配布について

・別紙お知らせの通り、マスクが２枚配布されることになりました。今回、その内１枚配布し

ています。もう１枚については、学校に届いた後、後日の配布となります。

おしらせ

諸費引き落としについて

諸費の引き落とし日（１４日・２５日）と金額を、必ずご確認ください。（１４日

に引き落とされた場合、２５日の引き落としはありません。）引き落とせなかった場合は、

保護者の方に直接学校まで持って来ていただくことになります。

４月(１期)・５月(２期)の引き落とされた給食費の返金等の詳細については、後日、お知

らせいたします。


